
市役所
（都市計画課）

物件所有者

空家等バンクへの物件登録
事前相談

受付

現地確認・書類審査

物件登録通知書の発行 物件登録通知書の受領

（場合によっては内部確認の調整）

遠方の場合は鍵の借用(郵送)など

媒介業者選定依頼（宅建協会へ）

媒介業者決定 媒介業者決定通知書の受領

空家等バンク　物件登録の流れ

『物件登録申込書』提出

・物件登録カード

・同意書

・身分証の写し 等

＊インターネット申請可

媒介業者との顔合わせ

・媒介業者の現地確認 ・専任媒介契約の締結

・売買価格や賃貸価格の決定 ・その他売買・賃貸等に関する相談

窓口・郵送

インターネット

窓口・郵送

郵

郵

利用希望者の申出があり次第，媒介業者を通じて交

物件情報をホームページ等に記載し，募集を開始

媒介業者・所有者で日程調整


